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地下占用事業者との情報共有の強化（管理状況の報告義務）

国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方～安全性確保を最優先する管路マネジメントの実現に向けて～

（令和７年５月28日下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会）

 国管理道路では、地下占用物の管理状況を報告する義務を占用許可条件として規定しているが、同様の取組を行っている

自治体は一部にとどまっている。また、管理状況の報告についても安全性を確認したことを証する書面のみの提出となって

いる。

 道路地下空間情報の統合化の実現を図るためにも、自治体管理道路を含め地下占用物の安全性を確認した旨や、点検結

果などを報告するなど共有を図ることを制度化するとともに占用許可条件として規定する仕組みを検討すべきである。

⇒上記を踏まえ、占用物の維持管理に関する基準を定めた道路法施行規則を改正し、占用者に対して以下の報告を求めること

を規定。（令和８年４月１日より施行）

占用物の点検の実施状況及び結果等を道

路管理者又は地下占用物連絡会議等への

報告

【報告頻度】

道路管理者又は地下占用物連絡会議

等が定める期間に１回

※占用物の規模等を考慮

地下占用物連絡会議※等が必要と認める場

合に点検結果等の報告
※道路法第28条の２第１項に規定する協議会

占用物の安全性についての報告

直轄の取組の横展開のための対応

占用物の安全性を確認した旨を道路管理

者へ報告

【報告時期】

ア）占用期間の更新時

イ）電柱、電線、地下管路等は占用期間

が５年を超える場合、ア）に加えて５年

が経過する時期

陥没リスクを踏まえた追加的な取組


